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前 文 

 平成７年に制定された地方分権推進法に基づき進められた改革

は、平成１２年４月の地方分権一括法の施行として結実し、わが

国の地方自治制度の姿を一新するための取組が行われた。残され

た諸課題に対応するため、平成１８年１２月に地方分権改革推進

法が制定され、現在、新たな改革が進められている。 

 この間、市町村合併も急速に進展し、市町村の規模・能力の拡

充が図られてきた。その一方で、地域ごとの合併の進捗状況には

差異が見られ、また、合併した市町村における課題も指摘されて

いる。 

 基礎自治体である市町村は、住民に最も身近な地方公共団体と

して、さらにその自立性を高めていくことが期待される。これま

で進められてきた市町村合併の評価・検証も踏まえ、基礎自治体

である市町村の行財政基盤の充実強化を図っていく必要がある。 

 本格的な地方分権時代を迎え、地方公共団体は自らの責任と判

断でその任務を遂行し、住民の負託に応えていかなければならな

い。しかしながら、近年、一部の地方公共団体で不適正な財務処

理等が指摘されるなど、地方公共団体におけるチェック機能のあ

り方が問われている。住民自治の根幹をなす地方議会の役割や地

方公共団体における監査機能は、一層その重要性を増している。 

当調査会としては、このような基本的な認識に立ち、市町村合

併を含めた基礎自治体のあり方、監査機能の充実・強化等の最近

の社会経済情勢の変化に対応した地方行財政制度のあり方につい
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て検討を行ってきたところである。その結果、「市町村合併を含め

た基礎自治体のあり方」、「監査機能の充実・強化」及び「議会制

度のあり方」について、以下の結論を得たのでここに答申する。 

 

第１ 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 

 

１ 市町村合併をはじめとした基礎自治体についての現状認識 

(1) 市町村合併の背景と進捗状況 

   人口減少・少子高齢化の進行等の社会状況の変化に対応して、

地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤を

確立することが強く求められ、平成１１年以来、全国的に市町

村合併が積極的に推進されてきた。 

その結果、市町村数は３，２３２(平成１１年３月３１日現

在)が１，７６０（平成２１年５月１５日現在における平成２

２年３月２３日見込み）となり、全体として見た場合には、市

町村合併は相当程度進捗したものと考えられる。 

(2) 市町村合併の評価・検証 

   市町村合併の本来の効果が発現するためには、市町村建設計

画で一般的に定められている１０年程度の期間が必要であると

考えられるが、多くの合併市町村において、合併後３年から４

年の段階で、既に次のような成果が現れている。 

① 地方分権の受け皿としての体制整備 

経営中枢部門の強化が図られ、行政評価の導入や法令遵守
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のための体制充実など、適切な行政運営のための条件が整備

されつつある。また、保健福祉・産業振興などの分野におい

て、組織の専門化や専門職員の配置などを通じて、サービス

提供体制の充実が図られている。 

② 人口減少・少子高齢社会への備え 

保健福祉の分野において体制の充実が図られているほか、

強化された行財政基盤を活かし、住民ニーズが高く、地域の

将来を左右する少子化対策・高齢化対策などの面で住民サー

ビスの向上が図られている。 

③ 広域的な行政需要への対応 

日常生活圏の広がりに応じた住民サービスの提供、まちづ

くりや公共施設の効率的配置・ネットワーク化などを通じて、

広域化が進む行政需要への対応が図られている。また、合併

により地域の経営企画機能の強化が図られ、地域資源を戦略

的に活用した広域的な地域活性化の新たな取組が生まれつつ

ある。  

④ 効率的な行政運営の確保 

    内部管理など重複部門を縮減するとともに、支所などのあ

り方を見直して、適切な職員配置を行うことにより、本庁機

能の充実と住民サービスの水準の確保を図りつつ職員総数を

削減するなど、行政の効率化に向けた取組が行われている。 

 

一方で、合併により市町村の規模が大きくなることによって、
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住民の声が届きにくくなっているのではないか、周辺部が取り

残されるのではないか、地域の伝統・文化の継承・発展が危う

くなるのではないか等の課題が生じている地域もある。 

こうした課題に対応するため、合併市町村においては、地域

の実情を踏まえつつ、地域自治組織の活用や支所等の設置など

により、新しいまちづくりの中で、住民の利便性の確保、コミ

ュニティ振興及び地域の伝統・文化の振興に向けた取組を継続

的に進めている過程にある。 

(3) 基礎自治体に関する残された課題 

   以上のように、全体的に見た場合には市町村合併は相当程度

進捗したものの、市町村合併の進捗状況には地域ごとに大きな

差異が見られ、なお、次のような課題が残されている。 

① 小規模市町村における行財政基盤の強化 

    人口１万未満の小規模市町村は依然として４７１団体（平

成２１年５月１５日現在における平成２２年３月２３日見込

み）存在し、特に市町村合併の進捗率が低い都道府県に数多

く所在しており、その行財政基盤の強化が課題となっている。 

② 将来的に合併の必要性を認識している市町村の存在 

    合併が行われなかった市町村の中には、将来的な合併の必

要性を認識しながらも、周辺市町村との間の協議の不調など、

様々な理由や背景によって合併を実現できなかった市町村も

多い。 

    また、合併市町村についても、当初とは異なる枠組みで合
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併が行われたものもあり、市町村合併を経た後も、飛び地が

生じた地域や行政運営の単位と日常生活圏が食い違ったまま

の地域が見られる。 

③ 大都市圏の市町村が抱える課題 

大都市圏においては、市町村合併の進捗率が低く、面積が

小さな市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益と

負担が一致しておらず、公共施設の円滑な利活用や一体性の

ある広域的なまちづくりの観点から、合併や広域連携などを

含めて、行政運営の単位のあり方が課題となっている。 

  

２ これからの基礎自治体のあり方 

(1) 今後の基礎自治体像 

第２７次地方制度調査会答申(平成１５年１１月１３日)にお

いては、「今後の基礎自治体は、住民に最も身近な総合的な行

政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となるこ

とが必要であり、これにふさわしい十分な権限と財政基盤を有

し、高度化する行政事務に的確に対処できる専門的な職種を含

む職員集団を有するものとする必要がある」とされている。 

   近年、市町村への権限移譲が進展し、また、法令により市町

村に新たな事務が位置付けられるなど、市町村の役割が一層重

要なものとなっていることを踏まえれば、上記の答申で示され

た基礎自治体の姿は、今後も妥当するものと考えられる。 

   平成１１年以来推進されてきた市町村合併により、多くの合
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併市町村において行財政基盤が強化されており、我が国の市町

村は、全体として見た場合には、このような基礎自治体の姿に

近づいたものと考えられる。 

一方で、それぞれの市町村について個別に見た場合には、市

町村合併の進捗状況によって人口規模に大きな差が生じるなど、

市町村の状況は多様なものとなっており、基礎自治体に求めら

れる十分な行財政基盤を有していない市町村も見られるところ

である。 

  (2) 今後における市町村合併の支援のあり方 

   昭和４０年に制定された旧合併特例法は、平成１１年に財政

支援措置が強化されるなどの改正が行われ、自主的な市町村の

合併の推進に大きく舵が切られ、その後、第２７次地方制度調

査会の答申を踏まえて制定された現行合併特例法においては都

道府県の役割が強化される等の措置が講じられ、市町村合併が

推進されてきた。 

   これまでの市町村合併の進捗状況やその評価・検証について

は、「１ 市町村合併をはじめとした基礎自治体についての現

状認識」で触れたとおりであるが、今後の人口減少・少子高齢

化の進行や厳しい財政状況を踏まえ、基礎自治体としての重要

な役割や市町村が抱える課題に対応するためには、今後とも、

市町村の行財政基盤を強化していく必要がある。 

しかしながら、平成１１年以来行ってきた合併推進運動も１

０年が経過し、これまでの経緯や市町村を取り巻く現下の状況



 - 7 - 

を踏まえれば、従来と同様の手法を続けていくことには限界が

あると考えられる。 

したがって、平成１１年以来の全国的な合併推進運動につい

ては、現行合併特例法の期限である平成２２年３月末までで一

区切りとすることが適当であると考えられる。 

その上で、平成２２年４月以降は、自主的に合併を選択する

市町村に対して必要な支援措置を講ずることが適当である。 

   なお、旧合併特例法及び現行合併特例法の下で合併を実現し

た合併市町村については、その一体的な振興や周辺地域への対

応を適切に行えるよう、国及び都道府県は、引き続き、これら

の合併市町村に対する積極的な支援を行っていくべきである。 

(3) 事務処理方策に関する基本的考え方 

現在、市町村が置かれている状況や課題は多様であり、今後   

の市町村における事務処理のあり方を考えるに当たっては、こ

のような市町村の多様性を前提にして、それぞれの市町村が自

らの置かれた現状や今後の動向を踏まえた上で、その課題に適

切に対処できるようにする必要がある。 

このため、市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共同

処理方式による周辺市町村間での広域連携や都道府県による補

完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村がこ

れらの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすべき

である。 

なお、これらの地方自治制度上の仕組みに加え、市町村間の
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新たな連携の取組としての定住自立圏構想をはじめとする地域

活性化施策を積極的に活用することで、それぞれの市町村が基

礎自治体としての役割を適切に果たすことが求められる。 

 

３ 今後の対応方策 

(1) 市町村合併に関する方策 

市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして、今後

もなお有効であると考えられ、現行合併特例法期限後において

も、自らの判断により合併を進めようとする市町村を対象とし

た合併に係る特例法が必要である。 

この法律においては、具体的には、合併の障害を除去するた

めの措置や住民の意見を反映させるための措置（合併特例区、

合併に係る地域自治区等）等を定めることが適当である。 

(2) 広域連携の積極的な活用を促すための方策 

市町村間又は市町村と都道府県との間で広域に連携すること

により、事務をより適切かつ効率的に処理するため、従来から、

地方自治法においては、一部事務組合及び広域連合、協議会、

機関等の共同設置並びに事務の委託など、多様な事務の共同処

理の仕組みが設けられている。このような事務の共同処理の仕

組みが一層活用されるよう、地方公共団体のニーズを踏まえた

制度の見直しを行う必要がある。 

   すなわち、事務の委託については、基本的には事務権限が委

託団体から受託団体に移動する仕組みとなっているため、事務
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を委託しようとする団体が制度の活用に躊躇するとの指摘もあ

る。このため、委託団体が事務処理の状況を把握し、受託団体

に対して意見を提出しやすくなるよう、制度改正を含めた検討

を行うことが適当である。 

また、機関等の共同設置については、現行の機関及び職員の

共同設置に加え、効率的な行政運営や小規模市町村の事務の補

完を可能とするため、内部組織、事務局及び行政機関について

も共同設置が進められるよう、制度改正を含めた検討を行うこ

とが適当である。 

(3) 小規模市町村における事務執行の確保のための方策 

小規模市町村においても、法令により処理しなければならな

い事務は増加しており、また、人口減少・少子高齢化の進行、

人口の流出等による家族や地域の相互扶助機能の衰退が見られ

る中で、住民が期待する行政の役割は大きくなっている。 

市町村に求められる行政サービスを提供するためには、一定

の行財政基盤を有している必要があるが、小規模市町村におい

ては、組織や職員の配置などの事務処理体制や財政基盤が必ず

しも十分ではないとの指摘も多く、特に福祉・保健分野などに

おける専門性の高い事務を担う専門職員を配置した事務執行体

制の整備が課題となっている。 

こうした課題に対応する見地からは、市町村合併による行財

政基盤の強化、また周辺市町村との広域連携による方法に加え、

小規模市町村に対する新たな都道府県の補完のあり方について



 - 10 - 

検討を行うことが適当である。 

具体的には、一定の人口未満の小規模市町村は、自らの判断

により、都道府県の関わる手続を経て、法令上義務付けられた

事務の中で事務処理体制等から見て小規模市町村が自ら実施す

ることが困難と考えられる一定の範囲の事務を処理しないこと

ができることとし、当該事務については、適切な財政措置の下

に都道府県が処理することとする新たな仕組みについて多角的

に検討を進める必要がある。 

(4) 大都市圏の課題への対応 

大都市圏においては、今後、地方圏に比べて急速な高齢化が

進行し、また、昭和３０年代から４０年代にかけての人口急増

期に集中的に整備した公共施設が一斉に更新時期を迎えるため、

これらに伴う財政負担の急増が見込まれている。 

また、大都市圏においては、先に述べたとおり、面積が小さ

な市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益と負担が

一致しておらず、行政運営の単位のあり方が課題となっている。 

大都市圏の市町村は、他の地域に比して人口密度が高く市街

地も連たんしており、市町村合併や広域連携による高い効率化

効果が期待でき、広域連携の推進に加え、自らの判断による合

併の可能性も視野に入れて将来の都市像を描いていくことも考

えられる。 

大都市圏の市町村は一般的に人口が多く、合併によりさらに

人口規模が拡大する場合には、住民自治の充実を図る観点から
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も、旧市町村単位でのまとまりを維持することができる仕組み

について幅広く検討を行うことが適当である。 

(5) 「小さな自治」への対応 

住民自治の強化や住民と行政との協働の推進などを目的とし

て、第２７次地方制度調査会の答申を踏まえ、地方自治法上の

制度としての地域自治区や合併に際して設置される地域自治区

等が制度化されたところである。 

住民自治や住民と行政との協働については、それぞれの地域

の自主的かつ多様な取組を基本として展開が図られるべきもの

であり、今後、地方自治法に基づく地域自治区については、地

域の実情に応じて住民自治等を推進する仕組みとして、一層の

活用が図られることが期待される。 

現在、地方自治法に基づく地域自治区は、市町村の全域にわ

たって設置するものとされているが、地域自治区制度の一層の

活用を促す観点からは、市町村の判断により当該市町村の一部

の区域を単位として地域自治区を設置することもできるように

することについて検討すべきである。 

また、地域自治区については、地域協議会の構成員について

公選の手続きによる選任を認めるべきではないか、地域協議会

に一定の決定権を付与してはどうか、地域協議会の構成員の要

件を通勤・通学者や当該区域で一定の活動を行っている者にま

で拡大すべきではないかなどの意見があったが、これらの点に

ついては、長の附属機関である地域協議会の構成員と公選され
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た長との関係や公選された議員により構成される市町村の議会

との関係をどう考えるか、さらには、地域自治区や地域協議会

そのものについてどの程度の代表性と権限を持つものとするか

などの観点から、さらに慎重に検討すべきである。 

さらに、地域においては、コミュニティ組織、ＮＰＯ等のさ

まざまな団体による活動が活発に展開されており、地域におけ

る住民サービスを担うのは行政のみではないということが重要

な視点であり、地域コミュニティの活性化が図られることが期

待される。 

この点、近年、地域のコミュニティ組織の活動において経済

活動の重要性が高まっていることなどについて、実態面も含め、

さらに必要な検討を行っていくべきである。 

 

第２ 監査機能の充実・強化 

 

 地方行政に対する住民の信頼を確保し、透明性のあるものとし

ていくためには、地方公共団体自らのチェック機能を高めていく

ことが重要であり、地方分権が推進していく中、地方公共団体に

おける監査機能の果たす役割はさらに増している。 

一方、自律的な地域経営や財政状況の健全化が求められている

中で、一部の地方公共団体において、不適正な会計処理が行われ

る等の問題が生じており、現行の監査委員制度や外部監査制度が

十分に機能していないのではないかという指摘も見られる。 
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このような状況を踏まえ、地方公共団体における監査機能の一

層の充実・強化を図るため、監査委員制度及び外部監査制度につ

いて、以下のような方向で見直しを行うことが必要と考えられる。 

 

１ 監査委員制度の充実・強化  

監査委員制度については、これまでも独立性の強化や専門性

の確保を図る観点から、識見を有する監査委員のうち当該地方

公共団体の常勤職員であったいわゆるＯＢ委員の就任制限や、

条例により識見委員の定数を増加することができるものとする

などの改正が行われてきた。 

地方公共団体の自主性・自律性が拡大する中で、住民の信頼

の下に地方行政の適正な運営を確保していくためには、さらな

る監査委員制度の充実・強化が必要となるものであり、監査委

員の独立性の強化や監査の透明性の確保等について、さらに必

要な改善を図るべきである。 

(1) 監査委員の選任方法と構成 

監査委員の独立性を強化し、適正な監査を確保する観点か

ら、監査委員の選任方法や、監査委員の構成について、以下

のような検討を行った。 

   現行制度においては、監査委員の選任方法は、長が議会

の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、

事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する

者及び議員のうちから選任することとされており、また、
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監査委員の構成は、当該地方公共団体の常勤職員であった

者は１人以内、議員のうちから選任される者は２人以内と

されている。 

   この点について、監査を受ける立場である長が監査委員

を選任しているため、監査委員の独立性が十分に確保され

ていないのではないかといった指摘がある。 

また、議員のうちから選任されるいわゆる議選委員につい

ては、短期で交代する例が多いことや、当該地方公共団体の

内部にある者であり、その監査が形式的になりがちではない

かとの指摘がある。 

このため、監査委員の選任方法を、議会の選挙によること

に改め、長からの監査委員の独立性を確保することが適当で

はないかとの意見があった。さらに、議会の選挙の際の候補

者の選考方法についても、地方公共団体の判断で公募ができ

るようにするなど選択の余地を設けるようにすべきとの意見

があった。 

また、その際には、長とともに議会も監査委員の監査の対

象となっており、監査委員は、長からだけでなく議会からも

独立した存在とする必要があることから、議選委員を廃止し、

議会は当該地方公共団体の行政全般にわたって幅広い見地か

ら執行機関をチェックするという本来の機能を果たしていく

べきとの意見があった。 

    これらの意見に対し、特に議選委員の廃止について、適任
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者を選任するという観点から議員を含めて監査委員としての

適性を判断したうえで選任すべきという意見や、執行機関を

監視するという議会の役割にかんがみると議選委員は維持さ

れるべきとの意見、また、監査委員の選任について、議会の

選挙とすることについては、慎重に検討すべきとの意見もあ

り、賛否両論があったところである。 

さらに、議選委員を廃止しないのであれば、監査委員の構

成について、現在、都道府県及び政令で定める市における議

選委員は２人以内とされているが、これを１人以内とすべき

という意見や、公選による監査委員の選出を可能とすべきと

の意見があったところである。 

    公選により監査委員を選出することについては、監査委員

に対する住民の意識が醸成される必要があるのではないか、

監査委員として専門的な能力を有する人材の立候補が期待で

きるのかどうかなどの課題もある。 

 このようなことから、監査委員の選任方法や構成について

は、各地方公共団体における今後の行政運営や監査機能の強

化のための自主的な取組の状況を踏まえつつ、監査委員を公

選により選出することも含めて引き続き検討を行う必要があ

る。 

 (2) 監査能力の向上と実施体制の強化 

 地方分権の進展等に伴い地方公共団体の処理すべき事務は

今後さらに高度化・多様化するものと考えられる。また、地
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方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い地方公

共団体の財政状況に関する一定の指標の整備及び公表が義務

付けられることとなり、この指標の議会報告及び公表に際し

ては、監査委員の審査に付すこととされている。これらを踏

まえ、監査委員及び監査委員事務局の一層の能力向上が求め

られている。 

監査能力の向上を図るためには、監査委員の専門性を高め

るという見地から、弁護士、公認会計士又は税理士の資格を

有する者、会計検査や監査の実務に精通している者等の積極

的な登用を促進していく必要がある。その際には、行政改革

の観点にも配慮しつつ、条例により識見委員の定数を増加さ

せることも考えられる。 

監査委員事務局については、現行制度上、都道府県におい

ては設置が義務付けられており、市町村においては条例の定

めるところにより置くことができることとされている。 

監査体制の強化を図るためには、監査委員事務局を共同設

置することも有効であると考えられるが、現行制度上は、共

同設置を可能とする規定がなく、事務局職員を共同設置する

ことにより対応することとなる。今後、監査委員事務局の共

同設置の促進を図るためには、事務局の共同設置を可能とす

る制度改正が検討されるべきである。 

なお、市町村に対し監査委員事務局の設置を義務付けるこ

とについては、地方公共団体の自主組織権に関する新たな制
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約となることから、地方分権改革推進委員会の議論において

地方公共団体に対する義務付けの見直しが進められているこ

とにも配慮し、慎重に考えるべきである。 

また、監査委員事務局の職員の大部分を、長部局からの出

向による職員が占めることにより、監査委員事務局の長部局

からの独立性の確保が不十分となるのではないか、監査事務

に精通した職員の育成が困難となるのではないかといった指

摘がある。 

この点については、監査委員事務局と他の執行機関との人

事異動を制限するべきではないかといった意見もあったが、

逆に優秀な人材の確保が困難となるのではないか、特に小規

模団体において人事の硬直化が進むのではないかといった懸

念も拭いえない。 

現行制度上、代表監査委員は事務局職員の任免権を有して

いることから、専門性を有する優秀な人材を確保するため、

代表監査委員が外部登用を含め任命権を実質的に行使してい

くことが重要である。 

さらに、監査委員や事務局職員の資質の向上の観点から、

専門性を高めるための研修を充実していくことが必要である。 

(3) 監査の実効性・透明性の確保 

 監査結果の報告及びこれに添えて提出できる意見について

の決定は、監査の慎重な実施を期するとともに監査の社会的

信頼を確保するという趣旨から、監査委員の合議によること
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とされている。 

現行の合議による制度においては、監査結果の報告等の決

定に当たっては全監査委員の意見が一致することが必要とさ

れているため、全監査委員の意見が一致しないときには、監

査結果の報告等が行われないこととなる。 

監査の実効性を高めるためには、監査結果の報告及びこれ

に添えて提出できる意見の決定については多数決によること

ができるものとし、少数意見を付記して公表することとする

ことが適当である。このことによって、個々の監査委員の視

点も明確となり、監査の透明性の確保にも資するものと考え

られる。 

また、長等は、監査結果に基づき、又は監査結果を参考と

して措置を講じたときは、その措置状況を監査委員へ通知し、

これを監査委員が公表することとなっているが、措置を講じ

ない場合においては、その旨を通知することとはされていな

い。 

監査の実効性を高めるため、監査結果の報告等に対し何ら

措置を講じなかった場合においても、その旨を監査委員へ理

由を添えて通知することとすることが適当である。このこと

は、長等が、監査結果に対し説明責任を果たすことにもつな

がるものである。 

 

２ 外部監査制度のあり方 
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 外部監査制度は、第２５次地方制度調査会の答申に基づき、

平成９年の地方自治法の一部改正により創設されたものである。

この制度は、従来の監査委員制度に加えて、地方公共団体に属

さない一定の資格等を有する専門家が地方公共団体との契約に

基づき監査を行うことによって監査の独立性・専門性を強化す

ることを目的としている。 

制度の創設後１０年が経過し、様々な実績が積み重ねられて

きたところであるが、一方で、市町村において導入が進んでい

ないという実態もあり、外部監査の充実・導入促進の観点から、

必要な改善を図るべきである。 

(1) 包括外部監査の監査方法 

 包括外部監査は、監査の独立性・専門性を強化する観点か

ら、監査対象の選定を包括外部監査人のイニシアティブに委

ねることとされているが、これに加え、包括外部監査人の専

門性にかんがみ、決算の財務書類の監査を必ず外部監査人が

監査する事項としてはどうかとの指摘がある。 

株式会社の会計監査人は、貸借対照表、損益計算書等の財

務諸表を監査することとされているが、地方公共団体におい

ても、特に決算の財務書類の監査について専門性が要求され

るところである。したがって、決算の財務書類を包括外部監

査人の必要監査事項として義務付けることにより、監査の実

効性を高めるということが考えられる。 

この点については、これらの監査を包括外部監査人が行う
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とした場合には、業務が膨大となることに伴う費用の増加や

包括外部監査人となり得る資格者が限定されること等の課題

があることから、引き続き検討を行う必要がある。 

(2) 外部監査の導入促進 

① 包括外部監査 

 包括外部監査については、都道府県、指定都市及び中核

市に義務付けられ、その他の市町村においては、条例によ

り導入することができることとされている。包括外部監査

を導入した地方公共団体においては、毎会計年度包括外部

監査契約を締結しなければならないものとされ、契約の期

間内に少なくとも 1 回以上包括外部監査人による監査を受

けなければならないものとされている。 

現在、包括外部監査は、義務付け対象団体以外の団体で

は導入が進んでおらず、義務付け対象団体の範囲を拡大す

るべきではないかとの指摘がある。 

一方、包括外部監査については、毎会計年度、必ず外部

監査を受けなければならないため、財政面等で過大な負担

が生じているとの意見が出されているところであり、この

ことが、包括外部監査の導入の支障となっているのではな

いかとの指摘もある。 

包括外部監査の導入を促進する観点から、毎会計年度外

部監査を受ける方式に加え、条例により複数年度に１回包

括外部監査を受ける方式を導入することが適当である。 
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指定都市及び中核市以外の市町村への包括外部監査の義

務付けの拡大については、今回の監査制度及び包括外部監

査制度の見直しによる監査機能の充実・強化の状況や、人

材の確保や財政負担等の課題も勘案し、引き続き検討を行

うべきである。 

② 個別外部監査 

 個別外部監査については、各地方公共団体の条例により

任意に導入することができるとされているが、包括外部監

査と同様に導入が進んでおらず、監査機能の充実の観点か

らは、幅広く活用されていくことが求められる。 

個別外部監査には、事務監査請求、議会の請求、長の要

求及び住民監査請求に基づく４種類のものがあるが、現行

では、いずれも条例を定めなければ行うことができないこ

ととされているため、住民が個別外部監査を請求しようと

する場合、条例が制定されていなければ請求することがで

きない。 

住民による監視機能の充実や個別外部監査の導入を促進

する見地からは、いずれの個別外部監査においても導入の

前提として必要とされている条例の制定を不要とすること

が適当である。 

③ 小規模団体における外部監査の導入促進 

 小規模団体における外部監査の導入については、コスト

や人材の確保の課題が指摘されているが、地方公共団体の
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共同の外部監査組織の設置や外部監査人の有資格者に関す

る情報提供など外部監査人となる人材の確保を支援する方

策について、今後引き続き検討していく必要がある。 

④ 外部監査の実効性の確保 

 外部監査の実効性を確保するためには、地方公共団体の

事務の改善につながる有効な外部監査が実施されることが

重要であり、外部監査人に対して外部監査の具体的事例の

紹介により情報提供を図るなどの方策が必要である。 

 

第３ 議会制度のあり方 

 

 地方分権の進展等に伴い、地方公共団体の処理する事務は今

後さらに増大するとともに、事務の処理に当たっても、条例に

より自主的に定めることのできる範囲が拡大するなど、地方公

共団体の責任領域が拡大するものと考えられ、議会機能のさら

なる充実・強化が求められている。 

このような状況を踏まえ、近年、それぞれの議会において、議

会の活動理念等を宣言した議会基本条例を制定するなど、従来の

運用の見直しに向けた動きが見られるところであり、引き続きこ

のような自主的な取組が進められることが期待される。 

分権型社会における議会の役割が十分に発揮されるようにする

ためには、自己改革の取組に加え、以下のような方向での見直し

を行うことが適当である。 
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１ 議会の団体意思決定機能や監視機能の向上策 

住民自治に根差した地方行政を実現するとともに、その適正

な運営を確保するためには、議会の団体意思決定機能及び監視

機能の向上の観点から、所要の見直しを行うべきである。 

(1) 議決事件 

① 契約の締結及び財産の取得又は処分に係る議決 

 契約の締結及び財産の取得又は処分については、本来、

執行機関限りで処理するという考え方もあるが、現行制度

においては、地方公共団体の財政運営に与える影響等にか

んがみ、政令で定める基準に従い条例で定めるものについ

ては、議会の議決を要するものとされている。 

議会の監視機能を充実・強化するためには、議決事件の

対象について条例で定めることができる範囲を現行よりも

合理的な範囲内で拡大すべきである。 

② 議決事件の追加 

 議会の議決事件については、各地方公共団体の実情に応

じ、条例で追加することができることとされている。 

各地方公共団体においては、中長期的な地域の課題を議

会で議論するため、総合計画やその他の法定の計画を議決

事件として追加するなどの取組が行われており、このよう

な手法によって、一層議会の審議の活性化が図られること

が期待される。 
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また、現在法定受託事務は議会が条例により追加するこ

とができる議決事件から除外されているが、第２８次地方

制度調査会においても答申したとおり、法定受託事務も地

方公共団体の事務であることからすれば、これを議決事件

として追加できるようにすることが適当であるものと考え

られる。この点については、法定受託事務のうち議決事件

として追加することが適当でないと考えられるものについ

てどのような措置を講じていくべきかなどについて、検討

していく必要がある。 

(2) 議会の監視機能 

① 議会に経営状況の報告を要する法人の範囲の拡大 

 長の調査権の対象となる法人及び長が議会に経営状況の

報告を要する対象となる法人は、現行制度においては、当

該地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるも

のの２分の１以上を出資している法人等とされている。 

この点については、現在、監査委員の監査が資本金等の

４分の１以上を出資している法人にまで及んでいること等

を踏まえ、議会の監視機能を高めるという観点から、長の

調査権の対象となる法人及び長が議会に経営状況の報告を

要する対象となる法人についても、当該地方公共団体が資

本金等の４分の１以上を出資している法人のうち、条例で

定めるものにまで拡大することとすべきである。 

② 住民訴訟と議会の議決による権利放棄 
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 住民訴訟のうち、地方自治法第２４２条の２第１項第４

号に基づくいわゆる４号訴訟は、住民が、違法な財務会計

上の行為等を行った職員又はその相手方に対して損害賠償

又は不当利得返還の請求をすることを、当該地方公共団体

の執行機関等に求める訴訟とされている。 

近年、議会が、４号訴訟の係属中に当該訴訟で紛争の対

象となっている損害賠償請求権を放棄する議決を行い、そ

のことが訴訟の結果に影響を与えることとなった事例がい

くつか見られるようになっている。 

４号訴訟で紛争の対象となっている損害賠償又は不当利

得返還の請求権を当該訴訟の係属中に放棄することは、住

民に対し裁判所への出訴を認めた住民訴訟制度の趣旨を損

なうこととなりかねない。このため、４号訴訟の係属中

は、当該訴訟で紛争の対象となっている損害賠償又は不当

利得返還の請求権の放棄を制限するような措置を講じるべ

きである。 

③ 議会における決算の認定 

地方公共団体の決算は、毎会計年度、議会の認定に付さ

なければならないこととされているが、仮に議会が決算を

認定しない場合には、まずは、議会が、その審議等を通

じ、長の予算執行や政策遂行上の問題点等決算を認定しな

い理由を長や住民に対して明らかにするよう努めるべきで

ある。 
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また、長は、議会から指摘された問題点等に関しては、

決算の審議において、その原因や善後策等を十分に説明す

るとともに、決算が認定されなかった場合には、住民に対

してもその善後策等を説明するよう努めるべきである。 

④ 議会の実地検査権等の監視機能 

議会の監視機能は、監査委員の監査とは異なり、住民の

代表機関といった立場から、当該地方公共団体の行政全般

にわたって果たされるべきである。 

議会は、執行機関に対する検査権、監査請求権や調査権

等を有しているところであるが、今後さらにこれらの権能

を活用していくべきである。また、議会が独自に執行機関

を監視する機能を強化するため、議会に実地検査権を付与

することについて、現在の検査権や調査権の行使の状況も

踏まえつつ、検討していくべきである。 

 また、議会の少数者による調査権等の行使を認めるべき

であるとの意見があったが、この点については、議会の意

思決定がなされるまでの過程において、少数者の意思をど

のように汲み上げ実現していくか、それぞれの議会でさま

ざまな運用を工夫していくことが適当である。 

(3) 議会活動の透明性と議会事務局等 

① 議会活動の透明性 

 制度的な面だけでなく、実質的な面から議会の権能を高

めていくためには、議会が、住民の意思を十分に反映し、
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充実した審議を行うことが重要である。 

そのためには、議員を選出した住民においても、議会に

おける議論の内容や議員の活動の実態等について、積極的

に関心を持つことが期待される。 

議会活動については、本会議のみならず、委員会等の活

動も含め、住民に分かりやすいような形で情報公開に努め

るべきである。この点については、議案に対する議員の賛

否等の議論の経過や議案の情報について、インターネット

等も活用して公開していくことが適当である。 

② 議会事務局等 

 地方公共団体の自主的な政策立案の範囲が拡大するとと

もに、その処理する事務も複雑化・高度化してきているこ

とから、議会の政策形成機能や監視機能を補佐する体制が

一層重要となる。政策立案や法制的な検討、調査等に優れ

た能力を有する事務局職員の育成や、議会図書室における

文献・資料の充実など議会の担う機能を補佐・支援するた

めの体制の整備・強化が図られるべきである。  

 

２ 議会制度の自由度の拡大 

 議会制度のあり方については、できる限り選択の余地を認め

る方向で見直しを行うことも、議会の機能の充実・強化に資す

るものであることから、以下の点について検討を行った。 

(1) 議員定数等 
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 議会の議員定数については、現在、その上限を人口区分に

応じて法定しているところであるが、議会制度の自由度を高

めるため、定数の決定は各団体の自主的な判断に完全に委ね

ることとし、法定上限を撤廃すべきである。この場合におい

て、各地方議会が議員定数を定めるに当たっては、住民の理

解を得られるものとなるよう十分に配慮すべきである。 

なお、議会の議事定足数について緩和又は撤廃すべきであ

るとの意見があったが、一方で、議会は本来できるだけ多く

の議員が出席して十分な議論がなされることが期待されると

の意見もあり、この点については、引き続き議論を重ねてい

くことが必要である。 

(2) 議会の招集と会期 

 現行制度において、議会は、定例会と臨時会に分けら

れ、定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集し、臨時

会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集

することとされている。現在は、一年間に数回、一定の会期

を定めて定例会を開催するとともに、その会期以外において

は、必要に応じて、臨時会を開催するという形の議会運営が

一般的となっている。 

 議会運営の柔軟性を高めるとともに、議会活動の活性化を

促す見地からは、議会運営のあり方についても、より弾力的

な形態を考えていくことが求められる。 

例えば、諸外国の地方議会においては、毎週定期的に会議
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を開催するなどの運営も行われている。このような議会運営

は、多様な人材が議会の議員として活動することを容易なも

のとするほか、住民にとっても傍聴の機会が拡大するなど、

住民に身近な議会の実現に資するものと考えられる。我が国

においても、特に、基礎自治体の議会においては、このよう

な柔軟な議会運営を可能とする要請は高いものと考えられ

る。 

今後一層住民に身近な議会を実現し、柔軟な議会運営を可

能とする観点から、長期間の会期を設定してその中で必要に

応じて会議を開く方式を採用することや、現行制度との関係

や議会に関する他の諸規定との整合性に留意しつつ会期制を

前提としない方式を可能とすることなど、より弾力的な議会

の開催のあり方を促進するよう必要な措置を講じていくべき

である。この場合、議場への出席を求められる執行機関につ

いて、その職務遂行に支障が生じないように配慮すべきであ

る。 

このような方策を活用することを通じて、議会における議

員同士の議論を行う機会を拡大させ、議会の審議の充実・活

性化につなげていくべきである。 

議会の招集権については、長のみではなく議長にも付与す

べきとの意見もあったが、この点については、平成１８年の

地方自治法の一部改正により、議長の臨時会招集請求権が認

められたところであり、この招集請求権の運用状況も見なが
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ら、なお引き続き検討していくべきである。 

 

３ 議会の議員に求められる役割等 

議会の機能の充実・強化に伴い、議会の議員が果たすべき役

割はますます重要なものとなっている。 

 議会が多様な民意を集約し、団体意思を決定していくために

は、地方公共団体の多種多様な層から議員が選出され、議会を

構成することが重要である。このことは、今後一層議会に求め

られる専門性を強化することにもつながるものと考えられる。 

(1) 議員の役割等 

議員の主な役割は、議会における審議・討論を通じて住民

の意見を適切な形で地方公共団体の運営に反映させることで

あり、個別の利益の実現を図るため、行政に不当に介入し、

その公正な執行を歪めるような議員の活動が見られるとすれ

ば、住民の地方議会及び議員に対する信頼を著しく損なうも

のであって、このような活動を厳に慎むべきことはいうまで

もない。 

なお、議員の活動に対しては、諸外国や戦前の地方議会に

見られるように実費のみ支給し、原則として無報酬であるべ

きとの意見がある一方、現在我が国の議会が有する権能、求

められる役割の大きさ等からすると、一定水準の議員報酬は

保障されるべきとの意見もあったところである。 

(2) 勤労者等の立候補や議員活動を容易にするための環境整備 
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 現在、議会の運営としては、会期を一定期間に定め、平日

昼間に集中して会議等を開催する例が一般的である。平日の

朝から夕方にかけて仕事に従事している勤労者が議員として

活動することを容易にするため、例えば、夜間、休日等に議

会を開催するなどの運用上の工夫を図ることが考えられる。 

また、勤労者について、立候補を容易にするため、これに

伴う休暇を保障する制度や、議員活動を行うための休職制

度、議員の任期満了後の復職制度等を導入することなどが考

えられる。この点については、我が国における労働法制のあ

り方やその背景となる勤労者の意識、勤務実態等にも関わる

課題であることから、まずは、議会の活動を社会全体で支え

るべきであるという意識の醸成に努めつつ検討していくべき

である。 

議員の構成については、女性の議員が男性の議員に比べて

割合が低く、偏りが見られるとの指摘があり、女性の議員を

さらに増やすための方策についても、諸外国の取組などを参

考としつつ検討すべきである。 

公務員については、現行制度において、職務専念義務が課

せられ、また、公務の中立性の観点からその政治的行為が制

限されているほか、公職への立候補の制限、地方公務員につ

いては地方議会の議員との兼職の禁止等の規制がされてい

る。 

公務員が地方議会の議員として活動することは、行政分野
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に通じた人材が議員として活動することとなり、有益な面が

あることから、公職への立候補制限の緩和や、地方公務員と

当該地方公共団体以外の団体の議会の議員との兼職禁止の緩

和などの方策が必要ではないかとの意見がある。 

この点については、公務員が政治的活動と密接不可分であ

る議員活動を行うことについての社会的な理解が得られるこ

とが前提となることから、公務員の職務の公正な執行や職務

専念義務のあり方等にも配慮しつつ、前記のような休暇制

度、休職・復職制度等の導入に関する検討と併せて、引き続

き検討の課題としていくべきである。 

(3) 議員の位置付け 

 議員の活動は、議会における審議・討論にとどまるもので

はなく、政策形成のための調査研究活動や住民の意思を把握

するための諸活動等、広範にわたることから、議員の位置付

けやその職責・職務を法制化すべきであるとの意見がある。 

この点については、議会機能の充実・強化に伴う議員の活

動の実態を踏まえ、政治活動と公務との関係、議員の活動に

ついての住民への説明責任のあり方、職責・職務の法制化に

伴う法的効果等を勘案しつつ、引き続き検討することが必要

である。 

 


